
「高度技術提案型総合評価方式の手続について」のポイント

１．目的

・本提言は 「公共工事における総合評価方式活用委員会」での議論を踏まえ、、

発注者が高度技術提案型の総合評価方式（以下 「本方式 ）を適用する際に、 」。

留意すべき基本的な考え方や一般的な例、今後検討を進めるべき課題について

とりまとめたもの。

２．高度技術提案型の適用と実施手順

・本方式は、技術的な工夫の余地が大きい工事において、競争参加者に構造上の

工夫や特殊な施工方法等を含む高度な技術提案を求める方式。

・特徴は、発注者と競争参加者の技術対話を通じて技術提案の改善を行う手続と

技術提案をもとに予定価格を作成する手続（ 。別紙１）

・本方式を適用する工事は、大きく３つ（Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型； ）に分類。別紙２

３．評価方法の設定

・技術提案に加え、技術提案に係る具体的な施工計画を評価。

・本方式の加算点は、３０点以上に設定。

４．技術提案の改善（技術対話）

・技術対話の範囲は、技術提案及び技術提案に係わる施工計画に関する事項。

・技術対話は、競争参加者間の公平性を確保するよう十分留意。

・技術提案の内容に最低限の要求要件や施工条件を満たさない事項がある場合に

改善を要請。

５．予定価格の作成と入札・契約

・予定価格は、技術評価点の最も高い技術提案に基づき算出することを基本と

し、学識経験者への意見聴取結果を踏まえて定める。

・契約後、受発注者間の協議により総価契約の内訳として単価を合意。

６．技術提案の履行の確保

・技術提案の不履行の場合は、その内容に応じて、修補請求や損害賠償請求、

違約金の徴収を実施。

・いずれの場合においても工事成績評定の減点対象。

７．今後の課題等

・技術提案の作成費用、ＪＶ制度の見直し、二段階選抜方式等、本方式を適切

に運用していく上で今後解決していくべき課題について整理。
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高度技術提案型の入札・契約手続フロー （別紙１）

※ Ⅰ型及びⅡ型の場合は２～３ヶ月程度、Ⅲ型の場合は１～２ヶ月程度を基本とする。
なお、Ⅲ型において技術提案の提出までの期間を１ヶ月程度とする場合には、申請書及び資料と同時に技術提案の提出を求めてもよい。
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技術提案をもとに予定価格を作成標準案の工事価格を予定価格

標準型

簡易型

高度技術提案型（Ⅰ型）

高度技術提案型（Ⅲ型）

工事目的物の性能・概略仕
様の決定

標準案の決定

予備（基本）設計の実施

詳細（実施）設計の実施

通常の構造・工法では
工期等の制約条件を満足した

工事が実施できない

想定される有力な
構造形式や工法が複数存在

するため、発注者としてあらかじめ一
つの構造・工法に絞り込まず、幅広く

技術提案を求め、最適案を選
定することが適切

標準技術による標準案に対
し、高度な施工技術や特殊な施工方
法の活用により、社会的便益が相当

程度向上することを期待する

高度技術提案型（Ⅱ型）

【具体例】
●万博、ワールドカップ等のイベント
に向け、標準的な工法では工期に間
に合わない工事
●大深度地下におけるトンネル工事
等の技術的難易度が極めて高い工
事

【具体例】
●施工方法により施工の合理化や
品質の向上が期待できるダム本体
工事
●施工方法により内空断面が変更し
うる共同溝工事
●交通量の多い道路における交差
点立体化工事

設計・施工一括発注

設計・施工分離発注

【具体例】
●想定される構造形式が複数存在
する橋梁工事
●ポンプ、ゲート等の機械設備で
メーカーによって型式が異なるもの

予備（基本）設計実施前

施工上の技術的工夫の
余地が大きい

高度技術提案型の３類型適用フロー （別紙２）


